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議案第１２４号 

職員の旅費に関する条例等の一部改正について 

職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年９月３日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 （職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の旅費に関する条例（昭和４６年上越市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第３項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１６条各号」に改める。 

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の退職手当に関する条例（昭和４６年上越市条例第３２号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１５条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和４６年上越市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２２条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定に

より失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

  第２２条の２第２号中「（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を削

る。 

  第２３条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定に

より失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

  第２５条第６項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２８条第４項の規定に

より失職し」を削る。 

附 則 

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 


